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○茅ヶ崎市屋外広告物条例第４条第１０号の規定により市長が指定する範囲内にある地域の指定について 

平成２３年４月１日 

告示第５６号 

茅ヶ崎市屋外広告物条例（平成２２年茅ヶ崎市条例第４５号）第４条第１０号の規定により市長が指定する範囲内

にある地域を次のように定めます。 

１ 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第６条第１項に規定する河川区域 

２ 海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第３条第１項の規定により指定された海岸保全区域。ただし、都市計画法

（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号に規定する第一種住居地域及び海水浴場開設期間中の海水浴場

の区域を除く。 

 


